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経営支援NPOクラブ事務局長 

まん延防止等重点措置実施下でのＮＰＯ事務所(神田)運営に

ついて

4 月１２日より東京２３区等に新型コロナウイルス感染症まん延防止

等重点措置が実施されました。更に緊急事態宣言の発出も検討されてお

り、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛が要請されております。 

本日以降の NPO 事務所運営等については、４月１９日の企画委員会で下

記の通りとする事決定致しましたので、ご連絡致します。 

１． ＮＰＯ事務所：まん延防止等重点措置終了時まで事務所は原則閉 

鎖とする。 

運営上最小限の事務機能を維持すべく少人数の事

務局員のみが輪番制で出勤する。 

開所時間（１０時３０分～１５時３０分）とする。 

尚、水曜日は完全閉鎖とする。 

・ 高齢者の組織であり、交通機関での感染リスクも

高いところから、事務所での打合せはなしとする。

・ 万やむをえない事情により事務所を利用する場合も

個人単位とし、事前申請の厳守をお願い致します。 

 届出なき場合は入所ご遠慮願うこともありうべく 

 宜しくご了解ください。 

２． 大人数会議 ：理事会、企画委員会、業務推進委員会、各グルー 

プ定例会、研究会等については全てＷｅｂ会議と 

する。 

３．内外少人数会議：Ｗｅｂ会議を原則としますが、例外的に外部と 

リアルでの会議・企業訪問等が必要の場合は、

企画委員会への事前申請ベースとします。

４．外部との折衝：極力リアル接触を避け、電話・Ｗｅｂ等での折衝 

をお願いします。 

 以上 


